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平成２５年第４回牛久市議会定例会 

 

議事日程第１号 

    平成２５年１１月２７日（水）午前１０時開会 

 日程第 １．会議録署名議員の指名 

 日程第 ２．会期の決定 

 日程第 ３．議案第 ７９号 牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ４．議案第 ８０号 牛久市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の一

部を改正する条例について 

 日程第 ５．議案第 ８１号 牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

 日程第 ６．議案第 ８２号 牛久市放置自転車防止に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 日程第 ７．議案第 ８３号 牛久市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の

使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例

の一部を改正する条例について 

 日程第 ８．議案第 ８４号 牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ９．議案第 ８５号 牛久市リフレプラザの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

 日程第１０．議案第 ８６号 牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について 

 日程第１１．議案第 ８７号 牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 日程第１２．議案第 ８８号 牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する

条例について 

 日程第１３．議案第 ８９号 牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例の一部

を改正する条例について 

 日程第１４．議案第 ９０号 牛久クリーンセンター設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

 日程第１５．議案第 ９１号 牛久市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程第１６．議案第 ９２号 牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する



 

条例について 

 日程第１７．議案第 ９３号 牛久市公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第１８．議案第 ９４号 牛久市下水道条例の一部を改正する条例について 

 日程第１９．議案第 ９５号 牛久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 日程第２０．議案第 ９６号 牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第２１．議案第 ９７号 牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の一部を

改正する条例について 

 日程第２２．議案第 ９８号 牛久市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に

関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第２３．議案第 ９９号 牛久市税条例の一部を改正する条例について 

 日程第２４．議案第１００号 牛久市行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程第２５．議案第１０１号 平成２５年度牛久市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第２６．議案第１０２号 平成２５年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第２７．議案第１０３号 平成２５年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号） 

 日程第２８．議案第１０４号 平成２５年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算（第１

号） 

 日程第２９．議案第１０５号 平成２５年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

 日程第３０．議案第１０６号 平成２５年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号） 

 日程第３１．議案第１０７号 物品購入契約の締結について 

 日程第３２．議案第１０８号 財産の無償譲渡について 

 日程第３３．諮問第 １６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第３４．諮問第 １７号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第３５．休会の件 



 

午前１０時００分開会 

○議長（山越 守君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。定足数に達しておりますので、平成２５年第４回

牛久市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会議録署名議員の指名 

 

○議長（山越 守君） 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１番藤田尚美君、

２番秋山 泉君をそれぞれ指名いたします。 

 次に、この際、諸般の報告をいたします。 

 まず、今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第７９号ないし議案第１０８号の３

０件及び諮問第１６号及び諮問第１７号の２件、請願第３号の１件、要望第４号の１件であり

ます。要望第４号の１件につきましては、内容を十分検討上、考慮されますようお願いいたし

ます。 

 なお、今期定例会において、本日までに受理した請願はお手元に配付のとおり、所管の常任

委員会に付託いたしましたから報告いたします。 

 次に、去る第３回定例会において可決されました福島第一原発事故による放射性汚染水漏れ

と事故の収束を最優先して取り組むよう求める意見書の１件につきましては、内閣総理大臣を

初め関係各機関へそれぞれ提出いたしましたので、御報告いたします。 

 次に、今期定例会に説明員として地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、お手元

に配付した名簿のとおりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会期の決定について 

 

○議長（山越 守君） お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１２月１１日まで

の１５日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１２月１１日まで



 

の１５日間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第７９号ないし日程第３２、議案第１０８号の３０件を一括議題とい

たします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第 ７９号 牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

 議案第 ８０号 牛久市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する

条例について 

 議案第 ８１号 牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 議案第 ８２号 牛久市放置自転車防止に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ８３号 牛久市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙

運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 議案第 ８４号 牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ８５号 牛久市リフレプラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 議案第 ８６号 牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

 議案第 ８７号 牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 議案第 ８８号 牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ８９号 牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例の一部を改正する条

例について 

 議案第 ９０号 牛久クリーンセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 議案第 ９１号 牛久市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ９２号 牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ９３号 牛久市公園条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ９４号 牛久市下水道条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ９５号 牛久市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ９６号 牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について 



 

 議案第 ９７号 牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の一部を改正する条例

について 

 議案第 ９８号 牛久市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例の

一部を改正する条例について 

 議案第 ９９号 牛久市税条例の一部を改正する条例について 

 議案第１００号 牛久市行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 議案第１０１号 平成２５年度牛久市一般会計補正予算（第４号） 

 議案第１０２号 平成２５年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第１０３号 平成２５年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

 議案第１０４号 平成２５年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第１０５号 平成２５年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１０６号 平成２５年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第１０７号 物品購入契約の締結について 

 議案第１０８号 財産の無償譲渡について 

 

○議長（山越 守君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長池邉勝幸君。 

      〔市長池邉勝幸君登壇〕 

○市長（池邉勝幸君） 本日、平成２５年第４回牛久市議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位に御出席を賜り、ここに開会でき得ますことを心から感謝申し上げる次第であります。 

 提出議案の説明に先立ちまして、３点ほど御説明申し上げます。 

 まず初めに、イタリアのグレーヴェ・イン・キアンティ市との友好都市提携調印について御

説明いたします。 

 イタリアのグレーヴェ・イン・キアンティ市では、以前からスローシティのまちづくりにつ

いて同じ考えを共有できる日本の市町村と交流したい意向を持っており、牛久市以外の幾つか

の市町村と接触を図っていました。しかしながら、それらのまちはスローシティあるいはキア

ンティという名声を欲しがっているだけで、お互いに勉強し合って自分たちのまちづくりをし

ていこうという発想がないとグレーヴェ・イン・キアンティ市側では感じ、交流するまちを決

めかねておりました。 

 そんな折、以前からグレーヴェ・イン・キアンティ市長から依頼を受けていた、牛久市出身

で放送作家でもある塚原一成氏が、牛久市はシャトーカミヤが日本で初めてぶどうの生産から

ワイン醸造までを一貫して行ったまちであり、里山的な景観が今も十分に残っており、グレー

ヴェ・イン・キアンティ市と交流するのにふさわしいまちであると推薦をしていただきました。



 

そして、平成２２年２月に、グレーヴェ・イン・キアンティ市から塚原氏を通じて牛久市とス

ローシティ運動などを通じたまちづくりのあり方についての交流をしたいとのお誘いがありま

した。 

 牛久市としても、交流のお誘いを受けてから、グレーヴェ・イン・キアンティ市について調

べました。そして、スローシティ運動の発祥の地であること、かつての牛久市と同じくワイン

づくりが盛んであることなどから、まちづくりについて大いに学ぶべきところがあると感じ、

平成２２年１０月に私が訪問し、アルベルト・ベンチスタ市長と懇談いたしました。 

 私は、現地のスローシティ運動を生かしたまちづくりの状況を実際に見て、グレーヴェ・イ

ン・キアンティ市と交流し、本場のスローシティの理念を学んでいくことが、牛久市のまちづ

くりにとって大いに参考になることを確信して帰国いたしました。そして、先方にも牛久市は

交流するにふさわしいまちであるという印象を与えることができたと感じております。 

 その後、グレーヴェ・イン・キアンティ市とは手紙やメールのやりとりを続けてまいりまし

た。 

 平成２３年３月の東日本大震災により交流の計画の進行は一時中断しましたが、その際も、

グレーヴェ・イン・キアンティ市からは地震の影響を心配するお見舞いの手紙をいただいてお

ります。 

 牛久市としては、その間、バイオマスタウン構想などに基づく食とエネルギーの地産地消な

ど、スローシティのまちづくりを一層進め、また、キアンティ地方産のレンガを牛久駅東口の

改装に使用する計画を進めるなど、グレーヴェ・イン・キアンティ市との経済交流も開始する

予定であります。 

 また、平成２４年１１月より、庁内にグレーヴェ・イン・キアンティ市交流検討委員会を組

織し、交流のあり方を検討してまいりました。そして、平成２５年８月にはスローシティまつ

りを開催し、食の地産地消の推進を図るととともに、グレーヴェ・イン・キアンティの名産ワ

インでありますキアンティクラシコを購入し、提供いたしました。 

 そうした取り組みを続けてきた中で、このたび友好都市提携について双方の合意が形成され

たことに伴い、私は山越議長とともに１２月１４日に日本を立ち、グレーヴェ・イン・キアン

ティ市を訪問し、調印式に出席してまいります。 

 次に、私が企業長を務めております県南水道企業団の経営状況について御説明いたします。 

 県南水道企業団の危機的財政状況につきましては、平成１８年度に私の要請により経営検討

委員会を設置し、経営改善に取り組んでまいりました。牛久市の８５．９％の世帯に水道水を

供給する県南水道は、営利を目的とせず、競合企業がないことから、職員の経営意識が低く、

事業費が膨らんでおりました。そのため、職員数及び職員の待遇を見直すとともに、一般競争



 

入札の対象工事の範囲を拡大し、公正な競争のもとでの事業費のコストダウンや、当市のＩＴ

コーディネーターを活用したコンピュータシステム導入経費の削減等の内部改革を行う一方、

取手市、龍ケ崎市、牛久市の３市の下水道使用料金徴収事務を一元化し、昨年４月には利根町

の水道事業を統合してまいりました。 

 また、平成２６年度から始まる新地方公営企業会計制度を視野に、健全な経営を図るため、

職員の退職手当引当金及び修繕引当金を固定負債に計上し、固定資産台帳を整理し、財産の取

得金額に含まれていた人件費分を振りかえるなど、本来の財政状況が見てとれるよう改善した

ことで、改革が始まった当初のいわゆる黒字倒産寸前の状況は脱したものの、約１４億円の固

定資産の毀損及び計上漏れによる損失が確認されました。 

 また、県から供給される県水の価格は依然として大きく影響し、仕入れと供給単価の逆転現

象は今なお続いており、内部努力によるコストダウンだけでは賄い切れない状況にあります。 

 今後も継続して県南水道企業団の健全経営を目指し、改善に取り組んでまいる所存でありま

す。 

 続きまして、本年７月まで私が副理事長を務めておりました茨城県国民健康保険団体連合会

の状況について御説明いたします。 

 平成２０年４月に、国保連合会元職員による被害額１０億９，５００万円の公金横領事件が

発覚いたしました。国保連合会では、通常、理事の任期は２年となっておりますが、私は、他

の市町村長の了解を得て、国保連合会を立て直すため、平成２１年７月から２期４年にわたり

副理事長として陣頭指揮をしてまいりました。国保連合会におきましても、牛久市と同様にＩ

Ｔコーディネーターを導入するなど、さまざまな経費の削減を図るとともに、計画的な人件費

の削減をしてまいりました。さらに、経営の合理化を進め、その結果、審査支払手数料等の引

き下げにより、平成２１年度以降、約２０億５，６００万円を削減し、県内の４４市町村など、

各保険者に還元しております。牛久市においても約３，３００万円の経費節減が図られており

ます。 

 また、国保連合会の電算システム導入に当たりましては、一般競争入札の採用を申し入れす

ることにより、当初予定の約１２億３，４００万円から７億２，８８０万円を減額し５億５２

０万円で導入することができました。 

 このたび、国保連合会の経営体質の改善も進み、加えて被害額１０億９，５００万円の返済

も８月末日で完済するめども立ちましたので、本年７月に行われた通常総会をもって、常陸太

田市の大久保理事長とともに副理事長を退任いたしましたので御報告申し上げます。 

 それでは、議案の説明に入ります。 

 本定例会に提出いたしました議案は、条例の改正、補正予算、物品購入契約の締結、財産の



 

無償譲渡及び人事案件など全部で３２件であります。 

 まず、人事案件を除く議案につきまして御説明申し上げます。 

 議案第７９号は、牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例についてであります。 

 本件は、障害者等への支援の度合いを示す区分の仕組みが変更になることに伴い、障害程度

区分審査会委員の名称を改めるものであり、牛久市ハラスメント苦情処理委員会委員について

は、同委員会に外部委員を任用するため、新たに非常勤特別職として位置づけ、報酬額を定め

るものであります。 

 議案第８０号は、牛久市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する

条例についてであります。 

 本件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正により、障害

者等への支援の度合いを示す区分の仕組みが変更になることに伴い改正するものであります。 

 議案第８１号から議案第９４号までは、消費税率の引き上げに伴う改正であります。 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正

する等の法律、並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地

方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布され、平成２６年４月１日から、消費税

及び地方消費税を合わせた税率が８％に改正されることとなっております。 

 これを受け、市施設等の使用料及び手数料等につきましても、受益者負担の原則等を踏まえ

つつ関係条例の改正を図るものでありますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 議案第９５号から議案第９８号までは、督促手数料に係る改正でありまして、保険料及び代

執行費用を徴収するため、督促状を発した場合に、実費弁償として応分の費用を負担していた

だく観点から、督促手数料を現行の５０円から１００円に引き上げるものであります。 

 議案第９９号は、牛久市税条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、市税の督促手数料を５０円から１００円に引き上げる改正及び地方税法の改正によ

る引用条項の整理を行うものであります。 

 議案第１００号は、牛久市行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例についてでありま

す。 

 本件は、消費税及び地方消費税を合わせた税率を現行の５％から８％に改正するとともに、

督促手数料を現行の５０円から１００円に引き上げるため改正するものであります。 

 議案第１０１号は、平成２５年度牛久市一般会計補正予算でありまして、既定の予算額に３

億６，２４０万７，０００円を追加し、予算の総額を２４９億３，１５７万９，０００円とす

るもので、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為について補正するものであります。 



 

 まず、第１表の歳入歳出予算のうち、歳入の主なものといたしまして、市税のうち市民税は、

個人市民税の所得割に係る現年課税分の増額計上、固定資産税は、償却資産に係る現年課税分

の増額計上であります。 

 国庫支出金のうち国庫負担金は、障害者自立支援給付費負担金及び障害児施設給付費負担金

等の増額計上であり、国庫補助金は、地域バイオマス産業化推進事業補助金等の増額計上であ

ります。 

 県支出金の県負担金は、障害者自立支援給付費負担金等の増額計上、県補助金は、保育士等

処遇改善臨時特例事業補助金及び地域子育て支援拠点事業補助金等の増額計上であり、繰入金

は、財政調整基金繰入金の増額計上であります。 

 歳出の主なものといたしまして、総務費の総務管理費は、子ども・子育て支援新制度に係る

システム導入等による増額計上及びリフレ駐車場用地の取得額の確定に伴う不用額の減額計上

であります。 

 民生費の社会福祉費は、給付対象者の増加に伴う障害者扶助費の増額計上、国民健康保険事

業特別会計繰出金は、特別会計における医療費負担金の増額に伴う繰出金の増額計上であり、

児童福祉費は、民間保育園運営費補助金等の増額計上であります。 

 衛生費の保健衛生費は、地域バイオマス産業化推進事業補助金によるＢＤＦ製造・貯蔵施設

の建設及びペレット製造機、製造施設整備費等の増額計上であります。 

 消防費の防災対策費は、東みどり野防災広場整備費の増額計上であります。 

 教育費の小学校費は、第一幼稚園園舎実施設計費から振りかえを行い、中根小学校増築棟の

実施設計費を増額計上するものであります。保健体育費は、牛久運動公園野球場の改修工事費

の不足分を増額計上するものであります。 

 第２表の繰越明許費補正は、コンピュータとその周辺機器を管理する事業について、年度内

に事業の完了ができない見込みから、地方自治法第２１３条の規定に基づき、予算を翌年度に

繰り越しするため設定するものであります。 

 第３表の債務負担行為補正は、平成２６年度における本庁舎及び分庁舎の清掃業務を初めと

する公共施設の管理等の委託業務に関し、準備期間に日数を要するため追加するものでありま

す。 

 議案第１０２号は、平成２５年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算でありまして、

既定の予算額に２億１，２４６万９，０００円を追加し、予算の総額を８２億５，９４６万９，

０００円とするもので、歳入歳出予算及び債務負担行為について補正するものであります。 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳入につきましては、国民健康保険税及び療養給付費交付金

の減額計上、並びに前期高齢者交付金及び一般会計繰入金等の増額計上であり、歳出につきま



 

しては、一般被保険者療養費、後期高齢者支援金、介護給付納付金等の増額計上及び療養給付

費国庫負担金の過年度分の精算に伴う償還金の増額計上であります。 

 第２表の債務負担行為補正は、平成２６年度における国保月報・調整交付金システム保守業

務に関し、準備期間に日数を要するため設定するものであります。 

 議案第１０３号は、平成２５年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算でありまして、既

定の予算額から１，６５１万８，０００円を減額し、予算の総額を３１億４，４０３万３，０

００円とするもので、歳入歳出予算、債務負担行為について補正するものであります。 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳入につきましては、一般会計繰入金の減額計上であり、歳

出につきまして、下水道事業費の下水道管理費は、今年度の消費税納付額確定に伴う不足分の

増額計上であり、公債費は、今年度の償還額確定に伴い不用額を減額計上するものであります。 

 第２表の債務負担行為補正は、平成２６年度における公共下水道水質分析調査業務委託及び

ポンプ場電気保安管理業務委託等に関し、準備期間に日数を要するため設定するものでありま

す。 

 議案第１０４号は、平成２５年度牛久市青果市場事業特別会計補正予算でありまして、債務

負担行為について補正するものであります。 

 既に契約を締結しております青果市場の警備業務について、平成２６年４月からの消費税率

の改正に伴い、消費税分の増額が必要となることから、不足分について設定するものでありま

す。 

 議案第１０５号は、平成２５年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算でありまして、既定

の予算額に１億２，１１３万５，０００円を追加し、予算の総額を４０億９，２１１万３，０

００円とするもので、歳入歳出予算及び債務負担行為について補正するものであります。 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳入につきましては、介護保険料、国庫負担金、国庫補助金、

支払基金交付金、県負担金及び一般会計繰入金の増額計上であり、歳出につきましては、居宅

介護サービス給付費の増額計上であります。 

 第２表の債務負担行為補正は、平成２６年度における地域包括支援センター運営業務、徘徊

高齢者家族支援サービス業務及び食の自立支援事業業務に関し、準備期間に日数を要するため、

設定するものであります。 

 議案第１０６号は、平成２５年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算でありまして、

既定の予算額に６，２２８万円を追加し、予算の総額を１１億４，８２８万円とするもので、

歳入につきましては、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金及び広域連合委託金等の増額計

上であり、歳出につきましては、医療費負担金の過年度精算分及び後期高齢者医療保険料納付

金の増額計上であります。 



 

 議案第１０７号は、物品購入契約の締結についてであります。 

 本件は、今年６月に国の認定を受けたバイオマス産業都市構想に基づく補助金を活用し、バ

イオディーゼル燃料の製造装置及び蒸留装置を購入するものであります。 

 議案第１０８号は、財産の無償譲渡についてであります。 

 本件は、牛久市柏田町内の市有地について、地元の下柏田自治会に対し集会所等の用地とし

て無償で譲渡することについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議

決を求めるものであります。 

 以上が、条例の改正の議案、一般会計及び各特別会計の補正予算等の概要でありますが、詳

細につきましては、お手元の議案書等により御審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（山越 守君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第３３、諮問第１６号及び日程第３４、諮問第１７号の２件を一括議題といたし

ます。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 諮問第１６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 諮問第１７号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

○議長（山越 守君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長池邉勝幸君。 

      〔市長池邉勝幸君登壇〕 

○市長（池邉勝幸君） 諮問第１６号及び諮問第１７号は、人権擁護委員の推薦につき議会の

意見を求めることについてであります。 

 現在、同委員であります宮本 弘氏及び石塚静子氏が、平成２６年３月３１日をもって任期

満了となるため、引き続き推薦しようとするものであります。 

 両氏は、識見、人格ともにすぐれ、また、広く社会の実情に通じ、これまでの熱心な活動か

ら人権擁護委員として適任者であると確信し、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会

の意見を求めるものであります。 

 何とぞ御同意くださいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（山越 守君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより諮問第１６号及び諮問第１７号の２件について、順次質疑を許します。 

 初めに、諮問第１６号についての質疑を許します。ございませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で諮問第１６号についての質疑を終結いたします。 



 

 次に、諮問第１７号についての質疑を許します。ございませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で諮問第１７号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております諮問第１６号及び諮問第１７号については、会議規則第３７

条第３項の規定により、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 御異議なしと認めます。よって、諮問第１６号及び諮問第１７号の２

件については、常任委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） ほかに討論はございませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 以上で討論を終結いたします。 

 これより諮問第１６号及び諮問第１７号の２件について、順次採決いたします。 

 初めに、諮問第１６号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、本案はこれ

に決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（山越 守君） 起立全員であります。よって、本案は可とすることに決しました。 

 次に、諮問第１７号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、本案はこれに

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（山越 守君） 起立全員であります。よって、本案は可とすることに決しました。 

 次に、日程第３５、休会の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 休会の件 

 

○議長（山越 守君） あす２８日は議案調査のため休会といたしたいと思います。これに御



 

異議ございませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山越 守君） 御異議なしと認めます。よって、あす２８日は休会とすることに決定

いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

                午前１０時３６分散会 

 


